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　廃棄物減量化の目標量
第五次循環型社会形成推進基本計画（令和６年８月２日閣議決定）

（1） 経　　緯
　循環型社会形成推進基本計画は、循環型社会形成推進基本法に基づき、循環型社会の形成に関する施
策の総合的かつ計画的な推進を図るために策定され、本計画は概ね５年ごとに見直しを行うものとされ
ていることから、令和６年８月２日に第五次循環型社会形成推進基本計画が閣議決定されました。
　新たな計画では、気候変動や生物多様性保全といった環境面の課題に加え、産業競争力強化・経済安
全保障・地方創生・質の高い暮らしの実現といった社会課題の同時解決にもつながるものである循環経
済への移行を国家戦略として位置づけ、その実現に向けて、2030年度までに国が講ずべき施策を示して
います。

（２） 内　　容
１　循環型社会に関する全体像の指標と2030年度目標値
　＜物質フロー指標＞
　　① 資源生産性     　　約60万円／トン
　　② 一人当たり天然資源消費量    　　約11トン／人・年
　　③ 再生可能資源及び循環資源の投入割合  　　約34％
　　④ 入口側の循環利用率    　　約19％
　　⑤ 出口側の循環利用率    　　約44％
　　⑥ 最終処分量     　　約11百万トン
　＜取組指標＞
　　⑦ 循環型社会ビジネスの市場規模   　　80兆円以上
　　⑧ 循環型社会形成に関する国民の意識・行動
　　　・廃棄物の減量化や循環利用、グリーン購入の意識 　　90％
　　　・具体的な３Ｒ行動の実施率   　　50％
　　⑨循環経済への移行に関わる部門等由来の温室効果ガス排出量
　　　・循環経済への移行に関わる部門由来  　　約343百万トン－CO2／年（参考値）
　　　・廃棄物部門由来     　　約 29百万トン－CO2／年（参考値）
　　⑩ カーボンフットプリントを除いたエコロジカルフットプリント（数値目標設定なし）

２　循環型社会形成に向けた取組の進展のための5つの柱（重点分野）
　　①  循環型社会形成に向けた循環経済への移行による持続可能な地域と社会づくり
　　②  資源循環のための事業者間連携によるライフサイクル全体での徹底的な資源循環
　　③ 多種多様な地域の循環システムの構築と地方創生の実現
　　④  資源循環・廃棄物管理基盤の強靱化と着実な適正処理・環境再生の実行
　　⑤  適正な国際資源循環体制の構築と循環産業の海外展開の推進

循環型社会の構築に向けて

循環型社会
「第五次循環型社会推進基本計画（概要）」を加工して作成
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〈個別物品の特性に応じた規制〉
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環境基本法　Ｈ６.８完全施行

環境基本計画

自　然　循　環

社会の物質循環
循　環

循環型社会形成推進基本法（基本的枠組法） Ｈ13. １完全施行

◯　基本原則　　◯国、地方公共団体、事業者、国民の責務　　◯国の施策

　　　　　　　　　　　 循環型社会形成推進基本計画 ：国の他の計画の基本

（� ）・社会の物質循環の確保
・天然資源の消費の抑制
・環境負荷の低減

廃棄物処理法 Ｓ46. ９施行

・廃棄物の発生抑制

・廃棄物の適正処理（リサイクルを含む）

・廃棄物処理施設の設置規制

・廃棄物処理業者に対する規制

・廃棄物処理基準の設定　等

プラスチック
資源循環法　

Ｒ４. ４施行

・ プラスチック廃棄物の排出抑制、再資源

化に資する環境配慮設計

・ワンウェイプラスチックの使用の合理化

・ プラスチック廃棄物の分別収集、自主回

収、再資源化　等

資源有効利用促進法 Ｈ13. ４全面改正施行

・再生資源のリサイクル

・リサイクル容易な構造、

　材質等の工夫

・分別回収のための表示

・副産物の有効利用の促進

（１Ｒ）

リサイクル リデュース

（３Ｒ）

リユース

リサイクル

グリーン購入法 Ｈ13．４完全施行　〔国等が率先して再生品等の調達を推進〕

循環型社会づくりを支える法体系


